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玄海みらい学園（後期課程）令和２年度海洋教育ガタリンピック体験学習

ようこそ！公立学校共済組合へ

義務教育学校の９年間で学ぶ海洋教育のコンセプト
①海に親しむ　②海を知る　③海を守る　④海を利用する

　学びの成果は全国海洋教育サミット（東京大学）等で発信しており、「海に親しむ」活動の
一環として運動会方式の干潟体験や、「海を知る」活動につながる隣接のミニ水族館見学など、
実感のある学びにつなげています。
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令和３年度　特定保健指導のご案内
　厚生労働省の政策により、今年度も特定保健指導を10月頃より順次開始いたします。

　なお、今年度より訪問型での実施のほか、遠隔面談型も選択いただけますので、ご自身、ご家族

の為にも積極的にご活用ください（遠隔面談型の詳細は、次ページ参照）。

【実施機関】	 SOMPOヘルスサポート株式会社

【費　　用】	 無料（公立学校共済組合が全額費用を負担します）

【プログラムについて】

　40歳から74歳の組合員のうち、生活習慣病の発症リスクが高く、生活習慣の改善による生

活習慣病の予防効果が期待できる方に対して、専門資格を持った健康相談員（保健師、管理栄

養士等）が生活習慣改善のサポートをします。

　なお、この事業は高齢者の医療の確保に関する法律に基づき実施しています。

【新型コロナウイルス感染症予防対策について】

　健康相談員は、厚生労働省の指針のもと新型コロナウイルス感染予防として下記の対策を実

施しています。

①	健康相談員の検温実施

②	健康相談員のマスク着用

③	可能な限り対象者様へマスク着用のお願い

④	面談時は対象者様との一定の距離

⑤	面談の事前確認時に、健康相談員より

　	対象者様の体調確認	

特定保健指導とは？
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健康通知表「ＱＵＰｉＯ　Ｐｌｕｓ」

　　特定保健指導の「遠隔面談型」が選択できます！

　今年度受診した、人間ドック又は定期健康診断の結果を、個々人の健診結果に応じて分かりやす

く解説した健康情報冊子「ＱＵＰｉＯ　Ｐｌｕｓ（クピオプラス）」を各所属あてに送付します。

〈配布対象〉

　今年度中に40歳以上になる組合員で、人間ドック又は定期健康診断を受けた方です。

〈送付元〉

　学校訪問型特定保健指導と同じく「ＳＯＭＰＯヘルスサポート(株)」です。

　今年度より、特定保健指導の対象となった場合、訪問型（所属所に相談員が訪問して実施するも

の）での実施のほか、次の「遠隔面談型」での実施も選択いただけるようになりました。

【遠隔面談対応時間】

　　平日及び土日祝日	９：００～２１：００

【事前準備】

　　Zoomアプリを利用したビデオチャット（テレビ電話）で実施します。

　面談にはZoomアプリをインストールする必要があります。

【注意事項】

　・ご本人から特段のお申し出がない場合、訪問型での実施となります。

　・訪問型、遠隔面談型のいずれかを選択することができます。重複利用はできません。いずれの

方法でも最後まで実施すれば特定保健指導を終了したことになります。

【表紙】 【健診ランキング】

あなたの健診結果をもとに

健康指導のプロが様々なお

役立ち情報を提供します♪

　個人のスマートフォン、タブレット、PCのカメラ機能を利用して、特定保健指導プロ

グラム内の初回面談及び中間面談を、遠隔にて実施することができます。御希望の場合は、

SOMPOヘルスサポート株式会社の健康相談員から電話連絡が入った際に、遠隔面談型を希

望する旨をお申し出ください。

　なお、遠隔面談に係る通信費は自己負担となります。

「遠隔面談型」特定保健指導とは？

新規
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「ねんきん定期便」について

		・ねんきん定期便は、毎年、誕生月下旬ごろにご自宅へ送付されています。
		・年金加入期間や年金の見込み額をお知らせしているものです。

【送付時期】
誕生月の　　　
年齢

節目年齢の方（封書） 節目年齢以外の方（はがき）
59歳 35歳・45歳 50歳以上 50歳未満

表示内容

年金見込額 年金見込額
現在の年金制度加
入状況が60歳まで
継続したものとし
て算出されます。							

作成時までの加入
実績に基づいて算
出されます。

現在の年金制度加
入状況が60歳まで
継続したものとし
て算出されます。							

作成時までの加入
実績に基づいて算
出されます。

これまでの年金加入期間・履歴 これまでの年金加入期間
これまでの保険料（掛金）納付状況 直近13ヵ月の保険料（掛金）納付状況

　注）すでに老齢厚生（退職共済）年金が決定していて、在職中の方には「ねんきん定期便」は送付されますが、
　　　年金見込額は表示されません。

＊「ねんきん定期便」を受取ったら・・
　　①	年金加入記録に「もれ」や「誤り」がある場合には、その旨「ねんきん定期便」に記載され
　　　	ている照会先へ	お問い合わせください。
　　②	記載されている年金加入記録の内容は必ず確認をしてください。

＊「ねんきん定期便」が届かない場合
　　・	所属所で管理されている住所がきちんと登録されていないと届かない場合があります。
　　　所属所に確認をしてください。（マンション・アパートの部屋番号がないと届かない場合が

あります。）

＊ 地共済年金情報Webサイトで確認
　　・閲覧には利用申込みが必要で、申込みすると３～４週間後にユーザー ID通

知書が送付され、申込み時にご自身で登録したパスワードと通知されたユー
ザー IDにより、閲覧できるようになります。

　 利用方法は・・・
　　公立学校共済組合佐賀支部ホームページからアクセスしてください。
　　注）	携帯電話、スマートフォン、タブレット端末ではご利用できません。
　　注）	ご利用の際は基礎年金番号が必要となりますので、年金手帳や「ねんきん定期便」等でご確認ください。
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年金払い退職給付の給付算定基礎額残高通知書について

障害年金の請求について

・毎年７月頃にご自宅あて送付されます。	 	
・平成27年10月以降被用者年金制度の一元化により、「年金払い退職給付（３階部分）」が創設さ
れました。	 	
・組合員の皆さんが個人毎に積立てた「給付算定基礎額」を基に65歳から支給されるもので、通
知書は直近１年間の給付算定額をお知らせするものです。		

・障害厚生年金とは、組合員が在職中に初診日のある病気またはケガによって、仕事をしたり日常
生活を送ったりする上で困難が生じるような障害状態になった場合請求することができます。

【支給要件】
①	障害の原因となった傷病の初診日（※１）が共済組合の組合員であること。
②	障害認定日（※２）において障害等級（※３）が１級、２級、３級に該当する障害にあること。
③	保険料納付要件を満たしているとき（加入期間の３分の２）

　　（※１）傷病について初めて医師の診療を受けた日
　　（※２）初診日から起算して１年６月を経過した日または１年６月経過前に症状が固定した日
　　（※３）厚生年金保険法に定める等級。身体障害者手帳当の等級とは異なります。

【障害認定日】

【事後重症制度】
　障害認定日時に障害等級に該当しないで、その後、65歳に達する日の前日までに症状が徐々に
重くなり障害等級１～３級に該当する障害状態に認定をされたときは、障害厚生年金を請求するこ
とができます。

　注）	老齢基礎年金を繰り上げて受給している場合は、事後重症の請求は出来ません。

資格取得日 初診日

１年６ヶ月

障害認定日（障害等級１～３級に該当）

受給権発生（年金受給）
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限度額適用認定申請書の記入について
　医療費が高額になることが分かっている場合は、入院前に所属所を通じ

て共済組合に申請をしていただくと「限度額適用認定証」を交付します。

　この証を医療機関等の窓口に提示していただくことにより、支払額を高

額療養費の自己負担限度額までにとどめることができます。（下記）

所得
区分

標準報酬月額 自己負担限度額 多数回該当

ア 83万円以上 252,600円＋（総医療費－842,000）×0.01 140,100円

イ 53万円以上～ 83万円未満 167,400円＋（総医療費－558,000）×0.01 93,000円

ウ 28万円以上～ 53万円未満 80,100円＋（総医療費－267,000）　×0.01 44,400円

エ 28万円未満 57,600円 44,400円

オ 低所得者（住民税非課税） 35,400円 24,600円

　※　多数回該当（診療月を含む過去１年以内の高額療養費給付が３回以上ある場合の４回目以降）
　　　の場合の自己負担限度額

以下の①～⑤に注意して、申請をお願いします！
　①標準報酬月額＝基本給（調整額＋教職調整額）＋実際に支給された諸手当

　　・給与支給明細書に記載されている標準報酬等級及び金額になります

　　・標準報酬月額の所得区分（ア・イ・ウ・エ・オ）は上記のとおりです

　②入院期間の記載は必須です。必ず期間の記入をしてください。

　　・申請月より遡っての証明はできませんので、入院日が確認でき次第、早めに申請をしてくだ

さい。

　③送付先には「簡易書留」で送付しますので、日中自宅が不在になる方はご注意ください。

　④証明期間は記入しないでください。

　⑤必ず、所属長の証明が必要です。

　　　

　なお、医療機関等に支払が終わっているものについては、認定証の発行はできません。

　約３か月後に共済組合から高額療養費が自動給付されますので、最終的な自己負担額は変わりま

せん。
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交通事故などでケガをしたときは、共済組合に連絡・提出が必要です

令和３年8月1日から
育児休業手当金と介護休業手当金の給付上限相当額が変更になりました

　交通事故などの第三者の行為で受傷した場合、組合員証や被扶養者証を使って医療機関で診療を

受けることができますが、その場合は共済組合に連絡した上で、事故報告書などを提出していただ

く必要があります。

　本来、第三者の行為で受傷した治療費は、加害者(相手方)が負担すべき

ものです。組合員証等を使用して診療を受けた場合、総医療費の７割が医

療機関から共済組合に請求され、共済組合が一時的に立て替えて医療機関

に支払うことになります。

　提出していただく書類は、後日、共済組合から加害者(加害者が加入し

ている保険会社)へ医療費の請求をする際に必要となります。

　令和３年８月３日付け、事務連絡でお知らせをしておりますが、給付上限相当額が、次のとおり

変更されました。

○育児休業手当金

【育児休業開始から180日目まで（土日を含む）＝	給付率67％	適用の場合】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　給付上限相当額・・・13,722円	

【育児休業開始から181日目以降（土日を含む）＝	給付率50％	適用の場合】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　給付上減相当額・・・10,240円

○介護休業手当金　

【給付率67％	適用の場合】　　　　　　　	給付上限相当額・・・15,102円

交通事故による治療費の支払方法

受診

求償

被　害　者

加　害　者

共 済 組 合 加　害　者

病院（治療費）

①組合員証を使用しなかった場合
　被害者の医療費は加害者が負担

①組合員証を使用した場合
　被害者の医療費は共済組合が負担
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令和３年度　ウォーキンググランプリの開催

健康増進セミナー・生活充実型講演会を実施しました！

　今年度も10月１日より、ウォーキンググランプリがスタートします！参加者は毎日の歩数を忘
れずに記録してください。歩数の記録には、佐賀県公式ウォーキングアプリ がおす
すめです。

【実施内容】

　所属単位でチームを作り、10月と11月の２か月間での１人当たりの１日平均歩数で順位を競い

ます。順位に応じて、「上位チーム賞」及び「飛び賞」を授与します。

【スケジュール】

◆10月１日～：ウォーキンググランプリ、スタート!!
　11月30日

◆12月初め　：10月と11月の２か月間での１日当たりの平均歩数を所属の担当者に報告する。

　　　　　　　 ※個人の平均歩数の算出方法→（２か月間の合計歩数÷61日）

◆12月中旬　：所属の担当者がチーム１人当たりの１日平均歩数を新教育情報システムで報告する。

　　　　　　　 ※チームでの１日平均歩数の算出方法→（チーム全員の１日平均歩数の合計÷チーム人数）

◆	１月下旬　：順位の決定、該当所属へ賞品が届く。

ウォーキンググランプリは厚生労働省が推奨する個人の健康増

進を図るためのインセンティブ（動機付け）事業の１つです。

１日１万歩を目安にウォーキングを継続して行うことで、

様々な健康増進効果があることが報告されています。

健康増進セミナー

生活充実型講演会

【開催日時】令和3年7月29日（木曜日）

【開催場所】グランデはがくれ

【内　　容】	 ・肥満遺伝子セミナー

	 	 ・食生活について＆ヘルシー弁当

	 	 ・RIZAP参加型LIVE配信セミナー

【開催日時】令和3年8月2日（月曜日）

【開催場所】グランデはがくれ

【内　　容】	 ・ライフプランと資産管理

	 	 ・テーブルマナー講習会

	 	 ・体験型コーヒー講座

　今年度は応募者多数により、抽選による参加決定となりましたが、来年度も同時期に同様のセミ

ナーを開催予定ですので、是非ともご参加ください☆

受講者の感想
とても時間が早く感じるく
らい楽しくすごせて学ばせ
ていただきました！

受講者の感想
ちょっとの手間暇でこんなに
美味しいコーヒーを淹れるこ
とができるなんて驚きでした。
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令和２年度　決算の概要をお知らせします

　令和２年度の組合員は、前年度と比較して1,320名の増となりました。

　厚生年金相当部分の給付、基礎年金拠出金を行う経理です。年金額の決定や支払いは全て公立学
校共済組合本部で行っており、支部の収入（令和2年度　約137億868万円）は全額本部へ送金し
ています。

　被用者年金一元化後の新3階部分である退職等年金給付を行う経理です。
　年金額の決定や支払いは全て公立学校共済組合本部で行っており、支部の収入（令和2年度　
約8億4,197万円）は全額本部へ送金しています。

　経過的長期給付（被用者年金一元化前の職域年金相当部分）の給付、既裁定の遺族年金等の給付
を行う経理です。年金額の決定や支払いは全て公立学校共済組合本部で行っており、支部の収入
（令和2年度　約9,648万円）は全額本部へ送金しています。

　組合員及び被扶養者の病気、負傷、出産、死亡または災害時に給付を行う経理です。
	 【単位：円】

収　入 負担金 掛金 計 支出 金額 備考

短　期 24億4,825万 24億4,195万 48億9,020万 保健給付 22億5,998万 医療費・出産費等

介　護 3億978万 3億978万 6億1,956万 直営給付 90万 九州中央病院

短期任継 － 5,624万 5,624万 休業給付 3億7,882万 育児、傷病、介護等

介護任継 － 863万 863万 災害給付 770万 災害による損害

附加給付 3,141万 2万5千円超えたとき等

一部負担金
払　戻　金

4,003万
窓口負担が2万5千円を
超えたとき

計 27億5,803万 28億1,660万 55億7,463万 計 27億1,884万

令和元年度 令和２年度 増減

組 　 合 　 員 8,049 9,382 1,333

任 意 継 続 組 合 員 144 131 △13

被 扶 養 者 7,000 7,016 16

組合員数等の状況

厚生年金保険経理

退職等年金経理

経過的長期経理

 短期経理
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　組合員とその被扶養者の健康の保持、増進を図ることを目的に事業を行う経理です。

　組合員とその家族の福利厚生施設であるグランデはがくれの経理です。

　組合員が住宅の取得や子どもの教育、結婚などで資金が必要となったときに貸付を行う経理です。

保健経理

宿泊経理

貸付経理

令和２年度　厚生事業　合計1億1,867万円

令和２年度　施設収入・商品売上状況　合計1億2,439万円

令和２年度　貸付状況　合計4,340万円

特定健診・保健指導
72%

頭部MRI・MRA

一般事業
7%

その他健康管理事業
15%

頭部MRI・MRA
6%

その他健康管理事業
一般事業

一般貸付
29%

一般貸付

教育貸付
19％

住宅貸付
52％

住宅貸付
教育貸付

宿泊
会議
宴会

婚礼
レストラン等
その他

宿泊
19%

会議
34%

レストラン等
17%

その他
1%

婚礼
11%

宴会
18%



12 福利さが156号　令和３年10月１日発行

標準報酬月額の定時決定が行われます

　組合員が実際に受ける報酬と、既に決定されている「標準報酬月額」との間に大きな差が生じな

いように、毎年、標準報酬月額を決定します。この決定を「定時決定」といいます。

●定時決定の対象となる方

　毎年７月１日において、組合員である方（休業・休職中の方を含みます）

　ただし、次に該当する方は、その年の定時決定は行いません。

　・６月１日から７月１日までの間に、組合員の資格を取得した方

　・７月から９月までの間に随時改定、育児休業終了時改定、産前産後休業終了時改定を行う方

●定時決定の適用時期

　決定された標準報酬月額は原則として、その年の９月から翌年の８月まで適用されます。

　（10月以降に随時改定等の改定がある場合を除きます）

●算定方法

　４月、５月、６月の３か月間の報酬の平均により、標準報酬月額を決定します。

　ただし、この３か月間に支払基礎日数が17日未満の月があるときは、その月を除いて算定します。

定時決定の算定例

４月の報酬

諸手当
30,000円

基本給
300,000円

５月の報酬

諸手当
60,000円

基本給
300,000円

６月の報酬

諸手当
45,000円

基本給
300,000円

報酬月額

345,000円＋ ＋ ÷	３	＝

円位未満の端数

切捨て

報酬月額 標準報酬月額

… …

310,000以上330,000未満 第19級 320,000円

330,000以上350,000未満 第20級 340,000円

… …

※等級は短期給付の等級を例示しています。

標準報酬月額

第20級

340,000円

（厚生年金の等級は21級）

標準報酬等級表に当てはめる
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被扶養者の現況確認（検認）を実施します

　毎年11月に、被扶養者の現況確認（検認）を行っています。

　今年度も実施しますので、関係書類の提出等について組合員の皆様のご協力をお願いします。

被扶養者を有する組合員

ただし、以下の被扶養者は現況確認の対象外となります。

①扶養手当が支給されている「普通認定」の被扶養者で、教職員課で実施された

　諸手当調査の対象者

②令和３年４月１日以降、新たに被扶養者の認定を受けた者

　ただし、令和３年４月に他共済から転入された組合員の特別認定被扶養者は、

　検認対象者となります。

対象者








